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国立大学法人等の
会計について

その１ ・一般企業も国立大学法人等も発生主義会計を適用している。発生主義会計に
 おいては、利益が必ずしも現金の出入と一致しない。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ２

その２ ・国立大学法人等の利益剰余金（積立金等）は、現金が残っていない利益である
 積立金、現金が残っており承認を受け翌期以降に使うことのできる利益である

             目的積立金、及び当期未処分利益とに分けられる。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ３ 

その３ ・国立大学法人等においては、現金が残っていない利益である積立金が、特殊な
 事情により多額に発生している。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ３

その４ ・国立大学法人等の目的積立金は、現金が残っている利益ではあるが余剰な資
 金ではない。法人の経営努力によって生み出した資金について、国の承認を
 受けて、翌期以降の事業に使用する財源として繰り越した額である。 ‥‥‥‥‥‥Ｐ４

その５ ・目的積立金の使用に係る処理には、一般企業にはない特色がある。‥‥‥‥‥‥Ｐ４

その６ 一般企業と異なり、国立大学法人等の教育研究活動はあらかじめ定められた
予算の範囲内で事業を実施するため、赤字となるケースは少ない。
 （ただし、決して経営が楽なわけではない。）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ５

その７ ・国立大学法人等の減価償却の処理には、一般企業にはない特色がある。 ‥‥‥ Ｐ６

その８ ・「国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記」は、
国立大学法人等に対して国が一義的に責任を持つ部分などを含めた国立大学
法人等の活動全てに対し て、税金等により国民が実質的に負担している額を示す
ものである。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ７

その９ ・附属病院セグメントの業務損益（利益）の中には、借入金の返済を行うために
 当初から獲得を義務づけられた利益額が含まれている。
 （附属病院は、借入金の返済のため多額の利益を獲得しなければならない。）  ‥‥Ｐ８

その１０・附属病院の修正業務損益とは、附属病院セグメントの業務損益（利益）から、その
 中に含まれる、借入金の返済を行うために当初から獲得を義務づけられた

             利益等を調整し、附属病院の「借入金の返済負担による苦しさ」を業務損益
             に反映させたものである。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥Ｐ８

その１１・国立大学法人等の減価償却に対応する財源の収益化の処理は令和４年度から
大幅に変更されている。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Ｐ９ 

別添

－1－



一般企業も国立大学法人等も発生主義会計を適用している。発生主義会
計 においては、利益が必ずしも現金の出入と一致しない。

発生主義会計においては、利益が必ずしも自由に使える現金（余剰な資
金）を生む訳ではない。

また、毎年の利益の累計である利益剰余金は、必ずしも自由に使える現金
の残（余剰な資金）を意味しない。現金が残っていない場合もある。

右下図の損益計算書のとおり、利益は収益（売上）－費用で計算されるが、収益（売上）、費用ともに、
現金の出入と一致しないものがある。

費用と現金支出の関係を例にとれば、 発生主義会計においては、生産設備は買ったときではなく

使ったときに費用となることから、①費用とはならない現金支出である生産設備の購入や、②現金支
出のない費用である減価償却費などがある。

成長段階の企業においては、獲得した利益はすぐに設備の増強投資に使う必要がある。（企業が拡
大すると、事業に必要不可欠な「現金以外の資産」を増やす必要が出てくる。）

企業の努力の成果は利益として現れるが、利益として獲得した現金は既に次の成長に必要な設備
に変わり、現金としては残っていない。

貸借対照表

資産(a)
負債(b)

純資産
(c)=(a)-(b)

利益剰余金
（毎年の利益の累計）

損益計算書

収益（売上）(d)

費用(e)

利益(f)=(d)-(e)

②生産設備の使用に伴う
減価償却費の発生は、現
金支出のない費用

①生産設備の購入は費用と
ならない現金支出
（購入時において現金資産の
減少はあるが、同額の設備
資産の増加があるため、費
用は発生しない。）

① ②

例えば、

その１

※発生主義会計では、当該企業の「努力の成果」や「価値の増加」を「利益」として表すため、実際の現金
の入金がなくても、 「努力の成果」や「価値の増加」が確実に認められれば、それを「利益」と認識する。

さらに言えば、
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国立大学法人等の利益剰余金（積立金等）は、現金が残っていない利益
で ある積立金、現金が残っており承認を受け翌期以降に使うことのでき
る 利益である目的積立金、及び当期未処分利益とに分けられる。

説
明

具
体
的
項
目

その２

※利益剰余金（積立金等）＝毎年の利益の累計

国立大学法人等においては、現金が残っていない利益である積立金が、
 特殊な事情により多額に発生している。

その３

当年度の利益であり、現金があるない両方を含む。
利益処分を経て、積立金又は目的積立金へ整理される。

国立大学法人等の貸借対照表・利益剰余金（積立金等）の内訳

当期未処分利益

積立
金等

積立金

目的積立金 現金が残っており、承認を受け翌期以降に使う
ことのできる利益

        →説明はＰ４ 『その４』

（特殊な事情２）

法人化の際の特殊な処
理により発生（国の出資
の仕組みから発生した、
当初から現金がない利
益）

②国からの承継診療機器に
係る受贈益相当額（収益）

③国からの承継未収入金に
係る債権受贈益

④国からの承継棚卸資産に
係る物品受贈益

法人化の際に、出資というか
たちではなく、贈与というかた
ちをとったため利益として計上
されたが、いずれも事業用資
産であり、事業を実施する限り
一定水準の量（又は額）を保
持しなければならない資産。

理論上、現金は常時、未収入
金・棚卸資産・固定資産など
の事業用資産となっており、現
金としては残っていない。

（特殊な事情１）

国立大学法人等の特有
の財務構造等により発生
（現金は期末時点で既に
決められた通りに支出）

①附属病院に係る借入金の
元金返済額と見合いの固定資
産の減価償却費の額との差

附属病院を有する多くの国立
大学法人等において、構造的
に借入金の元金返済額の方
が減価償却費の額よりも大き
い。

費用である減価償却費を超え
る返済を行うためには、差額
分の利益を獲得する必要があ
り、当該差額分の利益が、現
金が残っていない利益となる。

→具体的な説明図は『その９』

＊積立金と目的積立金の上記整理はあくまでも
現状における実質的な区分である。

現金が残っていない利益
→説明は下記 『その３』

（特殊な事情３）

会計基準改訂による処
理により発生（資産見返
負債に係る会計処理の
廃止）

資産見返負債の会計処理廃止に
伴い、令和４年度期首に資産見
返負債の残高を全額収益化して
いる。貸借対照表上、資産見返負
債の見合いの資産は令和３年度
までに取得した固定資産であるた
ため、現金としては残っていない。

→ 具体的な説明図は『その１１』

⑤令和３年度までに運営費交
付金、授業料及び寄附金等を
財源として取得した固定資産
に係る資産見返負債戻入（収
益）
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国立大学法人等の目的積立金は、現金が残っている利益ではあるが余
剰 な資金ではない。
 法人の経営努力によって生み出した資金について、国の承認を受けて、
 翌期以降の事業に使用する財源として繰り越した額である。

（目的積立金制度の趣旨）

①国の時代の単年度主義による無駄な
支出を抑制する。

②国立大学法人等の経営努力に対する
インセンティブ（動機付け）を与える。

目的積立金の使用に係る処理には、一般企業にはない特色がある。

国大の貸借対照表

資産

負債

純資産

積立金等

資本剰余金

目的積立金

①

その５

その４

各法人から申請

関係省庁との協議

文部科学大臣による承認

（承認手続の流れ）

目的積立金の使用に係る会計処理は、その使用の対象（固定資産の購入か否か）によって異なる。

① 固定資産の購入に使用した場合 ② 固定資産以外（費用として処理される
   経費）に使用した場合

目的積立金を資本剰余金に振り替える。 
国立大学法人等の財産的基礎を形成する固定
資産の見合い部分としての振り替え。

目的積立金取崩額を損益計算書に計上する。 
当期の財源（収益）とそれにより実施された事業（当期の財源
に係る費用）に関する運営成績を明らかにするため、損益計
算書の費用に含まれている、目的積立金の使用に係る費用
を相殺する処理として計上。

国大の損益計算書

収益(d)

費用 (e)

利益(f)=(d)-(e)+(g)

目的積立金取崩額(g)
②

目的積立金の使
用に係る費用

相
殺

目的積立金取崩額
は、過年度において
利益処分された利益
剰余金について、収
益として再計上する
ものではない。

あくまでも目的積立
金の使用に係る費
用を相殺するための
処理。
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一般企業と異なり、国立大学法人等の教育研究活動はあらかじめ定め

られた予算の範囲内で事業を実施するため、赤字となるケースは少ない。
（ただし、決して経営が楽なわけではない。）

一般企業

一般企業においては、売上を獲
得するための原価が費用。一般
的に原価は売上の獲得前に発
生し、万が一、期待していた売
上が獲得できなければ、大幅赤
字となる可能性がある。

その６

一般企業の損益計算書

収益（売上）(d)

費用（売上原価）(e)

利益(f)=(d)-(e)

国立大学法人等の損益計算書

収益(d)

費用(e)

利益(f)=(d)-(e)

※一般企業的な収益構造を合わせ持っている国立大学附属病院は除く。

※目的は収益（売上）の獲得、
費用はそのための原価

一般企業 「収益←費用」の関係

※目的は国民に付託された事業の実施（費用）、
収益はそのための財源

国立大学法人等 「費用←収益」の関係

一般企業と国立大学法人等では、収益と費用の対応関係（収益構造）が異なる （逆）

このため、一般企業と国立大学法人等とでは、損益計算書の順番が異なる

国立大学法人等

国立大学法人等が行うべき事業について事前に国から予
算措置が行われている場合、その予算の範囲内で事業を
実施する。したがって、一般企業と比べ赤字になるケース
は少ない。

ただし、赤字とならないからといって経営が楽なわけではな
く、自己収入の多様化・拡充も図りながら、限られた予算の
中で国民から付託された行うべき事業を実施しなければな
らない。

また、行うべき事業をすべて実施した上で生じた収支差額
は、基本的には、自己収入の獲得増又は経費節減などで
あるとして、法人の経営努力の結果として認定される。

国立大学法人等の損益計算書は、行うべき事業を予算の
範囲内で実施した場合、中長期的にみると損益均衡となる。

ただし、行うべきことが達成できなかった場合はその分の収
益が獲得出来なかったというかたちで、損失が生じる可能
性がある。

目的達成のため、
まず財源として
の収益が予算と
して確定

（確定額で確実
に措置）

目的達成の

ため、まず原価
としての費用が

発生
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国立大学法人等の減価償却の処理には、一般企業にはない特色がある。

国立大学法人等の減価償却

一般企業の減価償却

その７

(1)設備の費消部分を固定資産価格から減額(20円)
する。→適切な資産価値を表示するため。

(3)費用として認識することで当該資産の更新資金
   (20円)を企業内部に留保する。

→当期利益ゼロでも現金(20円)がたまる。

［意義］

(2)設備の費消部分を費用(20円)として認識。
 →適切な経営成績を表示するため。

(1)設備の費消部分を固定資産価格から減額(20円)する。
   →適切な資産価値を表示するため。

(3)当該資産の更新資金を内部に留保しない資産がある。

［意義］

(2)設備の費消部分を費用として認識しない固定資産がある。

 一般企業と同様

一般企業と異なる取扱い

国立大学法人等の減価償却は、当該資産の更新投資資金をどのように捻出するかで次の３つに
分けられる。

① 更新投資資金は大学が
獲得した自己収入から手当。
例：附属病院の診療機器等

減価償却相当額として処理
（損益計算書に計上しない）

② 更新が必要な年の運営費
交付金から大学が捻出。
例：大学の教育研究設備等

③ 更新が必要な際、出資者である
国が責任をもって予算措置。

例：施設整備費補助金で整備する
基盤的施設（建物）等

・ 一般企業と同様
（更新資金は内部留保する）

・ 資産の費消部分は費用（減価
償却費）として認識。

・ 一般企業と異なる
（更新資金は内部留保しない）

・ 資産の費消部分は費用（減価償却費）とし
て認識。
・ 資産取得時に財源を一括で収益計上。取
得年度は利益が発生するが、次年度以降は
減価償却費のみ計上され、中長期的に損益
均衡する。

・ 一般企業と異なる
（更新資金は内部留保しない）

・ 資産の費消部分は損益計算書
  上の費用としては認識しない。

通常の減価償却費処理通常の減価償却費処理

固定資産 100

減価償却費 20

収益 20

当期利益 0

現金 20

固定資産 80

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

固定資産
100

運営費交付
金債務100

減価償却費20

運営費交付金
収益100

当期利益80

固定資産
80

利益剰余金
（積立金）80

貸借対照表

貸借対照表

損益計算書

固定資産
100

資本剰余金
100

固定資産
80

資本剰余金
80

損益計算書を
経ることなく、固定資産及び

資本剰余金を減額

貸借対照表

貸借対照表

固定資産 100

減価償却費 20

売上高 20

当期利益 0

現金 20

固定資産 80

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

費用は減価
償却費のみ、
同額の売上
獲得と仮定。

（次年度以降の損益計算書は減価償却費20,
当期利益△20（損失20）となる。）
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「国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの

注記」は、国立大学法人等に対して国が一義的に責任を持つ部分などを
含めた国立大学法人等の活動全てに対し て、税金等により国民が実質
的に負担している額を示すものである。

収益

費用

利益

その８

（損益計算書の限界）
国立大学法人等の損益計算書は、法人評価のため、法人の運営状況を表す。

そのため、法人の経営者にとってコントロールできない責任外の部分、すなわち国が一義的に責
任を持つ部分は損益計算書に反映させていない。

（国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの注記の意義）

損益計算書に反映させなかった、国の関与の部分を含めた、国立大学法人等の運営に要するコ
スト（国民負担）を表すものが国立大学法人等の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
の注記（以下「コスト注記」）である。
※令和３年度までは国立大学法人等業務実施コスト計算書」として表示。

（損益計算書）

法人評価のため
国立大学法人等
の活動のうち、経
営者のコントロー
ルできる部分の
みが対象

コスト注記

業務費用
損益計算上の費用
（控除）自己収入等

（＋）資本剰余金を減額した
コスト等
※損益計算書に計上されていない減価償
却相当額や退職給付引当増加相当額  等

国立大学法人等の全事業活動

法人の意思
決定の範囲内

国が責任を持つ
部分

・国立大学の基盤的
施設の整備資金

・国からの承継職員
の退職手当原資

（例）

（コスト注記）

国民負担把握の
ため国立大学法
人等の全事業活
動が対象

必要なときに国が措
置するため、費用と
して認識しない。

（損益計算書に計上
しない）

損益計算書
損益計算書上の

全ての費用

収益のうち、国等からの
受入れ部分は国民の
税金であるため除外

（＋）機会費用

国立大学法人等の業務運営に
関して国民の負担に帰せられ
るコスト

※国からの承継職員：
  国立大学の法人化
  [H16.4.1]の際に国から
  引き継いだ職員等
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附属病院セグメントの業務損益（利益）の中には、借入金の返済を行うた
 めに当初から獲得を義務づけられた利益額が含まれている。 （附属病院
 は、借入金の返済のため多額の利益を獲得しなければならない。）

国立大学附属病院は、利益を上げて借入金を返済する仕組み（注）の中で、努力して利益はあげる
ものの、返済のための支出により、現金は残らない。
（注）附属病院を有する国立大学法人等においては、構造的に借入金の元金返済額が減価償却費の額よりも大きくなることがある。

附属病院の修正業務損益とは、附属病院セグメントの業務損益（利益）か
ら、 その中に含まれる、借入金の返済を行うために当初から獲得を義務

づけられた利益等を調整し、附属病院の「借入金の返済負担による苦し
さ」を 業務損益に反映させたものである。

各法人が公表
している附属
病院セグメント
情報上の利益

業務損益

これらのデータ
は、附属病院セ
グメント情報の
注記事項として、
各法人が
公表している

（＋）目的積立金
取崩額

（－）借入で購入した
資産の減価償却費

（＋）借入金の元金
返済額

修正業務損益
借入金をしっかり返済した上で、なおどれだけの利益を上げたかが
分かる水準を示すもの

(2)借入金返済負
担を示すため、
当初から獲得を
義務づけられた
利益を調整

借入金で整備した固定資産に係る減価償却
費を除外し、代わりに借入金の元金返済額
を経費として認識
（発生ベースの負担額から現金ベースの負
 担額に調整）

目的積立金を財源として事業を行った際に、
費用は業務損益の中に含まれているが、該
当する財源相当の目的積立金取崩額は業
務損益に含まれていないため調整

(1)業務損益を
より適切にする
ための調整

一部国立大学法人等特有の会計処理による収益・費用を含むもの
の、減価償却費を費用として含むなど、企業会計に近い（発生主義
会計ベースの）利益

①

附属病院収
入（収益・現
金収入）

100

②
減価償却費
（費用）

60

③
借入金の
元金返済額
（現金支出）

100

※分かりやすいように、減価償却費以外の費用はないものと仮定。

④損益計算書上の利益
（現金が残っていない利益）

④＝①－② 40

その９

その１０

⑤返済後の現金残高
⑤＝①－③ 0

※修正業務損益は、附属病院の「借入金の返済負担による苦しさ」を表すために、文部科学省が各法人の
公表データに基づいて独自に算出しているもの。業務損益から次の内容を修正して計算する。

(1)業務損益をより適切にするための調整
(2)借入金返済負担を示すため、当初から獲得を義務づけられた利益を調整

附属病院の
「借入返済
負担による
苦しさ」を最
も簡易的に
示すことが
できる利益

項目 内容の説明
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国立大学法人等の減価償却に対応する財源の収益化の処理は令和４
年度から大幅に変更されている。

その１１

費用
（減価償却費）

２０ ２０ ２０

収益
（資産見返負債戻入）

２０ ２０ ２０

×１年度 ×２年度 ×３年度

資産
建物 ６０

負債
資産見返負債 ６０

純資産

貸借対照表

資産
建物 ６０

負債

純資産
（純利益６０）

財源は資産見返負債に振り替えず
固定資産取得時に全額収益化

貸借対照表

単年度では損益均衡しないが、減価償却期間
全体で見れば損益均衡

〇 令和３年度までの会計処理

運営費交付金、授業料及び寄附金等を財源として償却資産を取得した場合は、負債に計上してい
た財源を資産見返負債に振り替えるとともに、減価償却費と同額を収益化することで損益均衡を図
る処理が行われていた。

〇 令和４年度以降の会計処理

会計基準の改訂により、渡し切りの資金である運営費交付金や自己収入である授業料や寄附金
については、当該資金を財源として償却資産を取得した後も引き続き何らかの義務を負うものでは
なく、償却資産を取得した時点で資金拠出者からの負託に応えたとみなし、償却資産の取得時に、
その財源である運営費交付金債務等を一括で収益化することとし、令和４年度から資産見返負債の
会計処理を廃止した。

なお補助金等については、取得後一定期間内に当該固定資産を処分した場合等に補助金交
付元への返還義務が生じる場合があること、国際会計基準においても資産の耐用年数にわたっ
て収益として認識するとされていること等から、即時に収益化せず、財源相当額を「長期繰延補
助金等」として負債に計上し、償却資産の減価償却に応じて毎期収益化することとする。

費用
（減価償却費）

２０ ２０ ２０

収益

（〈例〉運営費交付金
収益）

６０ ０ ０

×１年度 ×２年度 ×３年度

〇 会計基準改訂時（令和４年度）の会計処理

資産見返負債の会計処理を廃止するにあたり、令和３年度までに計上した資産見返負債を令和４
年度期首に全額収益化し、臨時利益に計上している（約9,880億円）。

この収益の見合いとなる費用（減価償却費）は減価償却期間をかけて後年度に計上されるが、収
益のみ先んじて令和４年度に一括計上されていることから、ほぼ全額が利益剰余金（積立金）となっ
ている。
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